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Ⅰ は じ め に

1990 年代後半以降の欧米における長期失業者

対策は，失業の削減という従来型の雇用対策のみ

ならず，失業者と非労働力を包含した概念である

「不就業」（non-employment）削減のための包括的

な改革を目指してきた。日本においても若年者を

中心に長期失業問題と不就業問題が重要な政策課

題となってきている。そのため本稿では，不就業

者対策にも留意しながら，欧米における（長期）

失業者対策とその課題を整理することとしたい。

Ⅱでは，近年の失業者対策の政策的な位置づけ

を確認し，その上で代表的な政策として各種の積

極的労働市場政策とその評価を概観する。次にⅢ

では，OECDならびに EUの雇用戦略において積

極的な評価を得ている国としてイギリスを取りあ

げ，長期失業者対策の具体例とその評価を紹介す

る。最後に，各国の取り組みから明らかになって

いる政策的な課題をとりまとめる。

Ⅱ 長期失業者対策の概要と評価

1 不就業対策としての長期失業者対策

1990 年代における欧米諸国の失業率は，

OECD平均では 1993 年の 7.8％，EU では 1994

年の 10.5％をピークとして，90 年代半ば以降低

下傾向にある。同時に，失業者に占める１年以上

の長期失業者の比率も多くの主要国で低下してい

る（図 1）。その要因には，まずもって景気回復に

よる失業情勢の好転が挙げられるものの，より重

要な背景として，「雇用戦略」と呼ばれる構造改

革の進展が指摘されている1）。

雇用戦略は，OECD レベルでは 1994 年に，

EUでは 1997 年に策定され，１労働市場の規制

緩和，積極的労働市場政策の推進と税制・社会保

障制度改革等を柱とする労働市場改革，２教育訓

練政策，３技術革新および競争促進政策などに大

別される（井口（1999））。ここで留意すべき点は，

こうした改革の対象が，若年失業者や長期失業者

といった失業状態にある者にとどまらないという

点であろう。EU は 2000 年に至って，失業率の

引き下げではなく，就業率の引き上げという政策

目標を明確化し，失業者や福祉給付受給者を始め

とする非活動層を対象とした就業促進を目指して

いるが，OECDにおいても長期失業だけでなく長

期無業（long-term joblessness）への言及がなされ

るなど，EUに歩調を合わせた変化が見られてい

る（OECD（2002））。また，最新の Employment

Outlookでは，１社会的給付の受給者は適切な就

職の奨励と援助があれば就業可能であり，彼らの

労働市場への統合は社会的に有益であること，２

失業削減を目的とした労働市場からの引退への助

成は逆効果であること，３高齢化社会に向けて，

労働力率の上昇が経済的，社会的利益に適うこと

を理由に挙げ，「不就業（non-employment）の削

減という幅広い目標を採用する」ことが謳われて

いる2）。このように，OECDならびに EU の雇用
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注：国により調査票の設計，調査月，年齢区分等が異なる。詳細はOECD（2003）を参照。�
　　スロバキア共和国，オーストリア，メキシコの1994年のデータは欠損。�
　　OECD平均は，データが得られた国の平均値。�
資料出所：OECD（1998） p.208, TableGおよびOECD（2003） p.325, TableGより作成。�
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戦略では，給付受給者や非受給無業者の「非活動

の罠」の除去を目指しており，長期失業者対策も

その一環として行われている点に注目すべきであ

る。

2 長期失業者対策とその評価

各国の労働市場政策のうち，職業訓練や職業紹

介，雇用助成，直接的な雇用創出，開業支援といっ

た，失業者を労働市場に回帰させる政策は積極的

労働市場政策（Active Labour Market Policy: ALMP）

と呼ばれ，失業関連給付や早期退職給付といった

受動的（passive）な政策と区別されることが多い

（OECD（1993））。しかし，先進諸国の積極的労働

市場政策を分析した Meager and Evans（1998）

によれば，近年の労働市場政策には次のような変

化が指摘されている。

１雇用創出などの需要面の対策から，職業紹

介などの供給面の対策へのシフト

２需要面の対策では，多数を対象とした直接

的雇用創出策から，対象を限定した雇用助

成などの間接的な雇用創出策へのシフト

３供給面の対策では，（財政，効果等の理由に

より）職業訓練から職業紹介へのシフト

４標準化されたプログラムから，個々の求職

者のニーズを考慮した対策の「個別化」へ
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のシフト

５中央政府による全国的な施策に加え，地方

政府や地域社会，「中間的な労働市場」（非

営利団体等）が主導する施策の登場

６再就職給付などのインセンティヴと失業給

付制度の厳格化による失業者の「活性化」

（Activation）策の強化

７長期失業者だけでなく，潜在的な長期失業

者の早期における発見と対策の強化

このうち，後２者の変化は重要であろう。すな

わち，失業の削減を目指すうえで積極的労働市場

政策と受動的な政策の改革は不可分となっており，

さらに長期失業の予防的対策の拡がりにより，失

業者を対象とした労働市場政策全体が，潜在，顕

在を問わない長期失業者の削減に向けられている

ともいえる3）。

ついで，1990 年代を中心に各国の ALMPの評

価文献を渉猟した OECD, ILO ならびに World

Bankのサーベイの結果から，長期失業者を含む

失業者対策の概要とその評価をみてみよう4）。

対象とした評価文献の結果は表１にまとめられ

ている。まず，公共職業紹介サービスについては，

一致して肯定的な評価が得られていると同時に，

やはり求職活動支援と失業給付要件の厳格化が不

可分である点が強調されている（Martin（2000））。

他の政策については，効果の規模が小さいか，

効果が特定の対象層に限定される点が指摘されて

いる。例えば，職業訓練については，低学歴層や

成人女性には共通して就職率や賃金の上昇効果が

認められるのに対して，成人男性への効果は明確

ではない。また，労働需要面における政策の多く

は，デッドウェイト・ロスや置換効果が大きく，

費用に比べた効果が小さいとされている5）。

評価文献のサーベイでは，非常に費用効果的な

政策として求職活動支援策が支持されている。し

かしながら，対象者を長期失業者に限った場合，

その効果についてはより慎重な見解もある（Dar

and Tzannatos（1999））。この点を，イギリスのプ

ログラムを例にとり，やや詳しく検討してみよう。

Ⅲ 求職活動支援施策の評価
イギリスの事例

イギリスは，1980 年代半ば以降，長期失業者

の削減にあたって求職活動支援と給付制度の厳格

化を基調とする改革を行っており，その意味で近

年の先進諸国における労働市場政策の先駆けとなっ

ている。また，1990 年代後半以降，OECD 雇用

戦略の評価レポート，ならびに欧州雇用戦略の評

価レポートの両者において，積極的な評価を受け

ている点で特徴的な国である6）。同時に，プログ

ラムの成否については定量的な評価も進められて

おり，その結果は現在の日本にとっても何らかの

含意を持つと思われる。

1 失業給付制度の厳格化

表２では，戦前から近年までのイギリスの失業

給付制度改革の流れを示している。一見すればわ

かるように，1960 年代から 80 年代半ばまでは，

失業給付受給の際の求職活動要件の形骸化が進ん

だ時期であった。その結果，オイルショック後の

経済成長率が 1981 年以後プラス成長へと転じた

のに対して，失業情勢の悪化は止まらず，86 年

には失業給付受給者は 300 万人を，失業率は 10

％を突破し，過去最悪を更新した。

しかしその年を境に，イギリスの労働市場政策

は一大転換をみせる。その嚆矢が，同年に導入さ

れた「再出発プログラム」（Restart Programme，

以下，リスタート）である7）。

リスタートは，1986 年１月に九つの公共職業

安定所に試験導入され，おおむね積極的な評価が

得られた後，同年７月より全国で実施された。そ

の主な目的は，カウンセリングを通じた長期失業

者の就業促進であり，同時に，求職者と認められ

ないような者（そもそも仕事に就けないあるいは求

職意欲が低い失業者）の給付を停止することで，

失業給付受給者数を削減することであった。プロ

グラム導入当初は，18 歳以上で失業給付の受給

期間が１年を超える長期失業者を対象としていた

が，10 月以降は６カ月以上の失業者に対象を拡

大した。
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表 2 イギリスにおける失業給付制度改革

年 改 革

1910 年２月 ウィンストン・チャーチルにより職業安定所ネットワーク（Labour Exchange Network）設立

1912 年 失業給付制度が導入され，職業安定所が管理運営

1919 年 失業給付受給者は「通常は就業状態にあり，本当に仕事を探しており，仕事が見つからない」ことを証明する

義務がある

1946 年 国民保険法（National Insurance Act）

1961 年 失業者の職業安定所（Job Centre）訪問義務が週１回に（それ以前は週２回）

1974 年 給付事務所（Benefit Office）と安定所を分割

1979 年 雇用サービス局（Employment Service ：安定所の統括組織）の職員を 13％削減

1980 年 失業者の安定所訪問義務が２週間に１回に

1982 年 失業者の安定所訪問義務がなくなる（1986 年のリスタート導入まで）

1982～85 年 求職活動支援にかかわる職員を 50％削減（失業登録事務所の人員は 940 名から 550 名に減少）

1986 年 再出発プログラム（Restart Programme）
「再出発のための面接」を義務づけ。職員の増員（特に不正行為のチェック）

給付事務所でも求人情報を掲示。失業者に対する失業照合のための手紙の送付

給付資格餝奪期間を最大 13 週間に（1913 年～1986 年は６週間）

1月からの試験期間を経て，7月から１年以上の長期失業者を対象に全国で実施

10 月以降は６カ月以上の失業者に対象を拡大

1988 年 給付資格餝奪期間を最大 26 週間に

1989 年 社会保険法（Social Security Act）

失業給付の適格要件に「積極的な求職活動」（毎週）。求職者は，給与が世間相場を下回るような「合わない」

仕事を紹介されても拒否できない

1990 年 雇用サービス局の独立性を強化。行動目標の設定（例えば職業紹介について）

1991 年 2 年以上の長期失業者に１週間のジョブコースを義務づけ

1994～95 年 「給付制度の厳格化」（Stricter Benefit Regime）の下，制裁や紹介数が２倍に

1996 年 求職者手当（Job Seekers’ Allowance） 失業給付に関する新たな法的枠組み

2週間に１度の安定所訪問を義務づけ。求職活動のランダムな検査の強化

失業３カ月目以降は，他の職業も探さなければならない

1997 年 さまざまな包括的なプログラム（1-2-1，Workwise, Project Work）

1998 年 若年者のためのニューディール（1月より試験実施。4月から全国実施）
長期失業者のためのニューディール（7月から。2年以上の全失業者対象）

1999 年 全国最低賃金導入（4月から。成人 3.6 ポンド，若年者３ポンド）

50 歳以上のためのニューディールの試験実施（8月から）

2000 年 50 歳以上のためのニューディールの全国実施

注：重要な改革はゴシック体で表示してある。

出所： Van Reenen（2003）p. 30，Table 2.
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対象者には公共職業安定所で６カ月ごとの面接

が義務づけられている。万が一呼び出し（3 回ま

で）に応じなかった場合は，失業給付の減額や支

給停止といった措置がとられるため，こうした

「脅し」効果がプログラムの特徴の一つとして指

摘されている。また，面接では，カウンセラーが

失業者の失業履歴を勘案して，給付金や求職活動，

訓練コースについて助言を行う。この面接の後，

失業者は通常の就職又は起業のほか，「再出発コー

ス」や「雇用訓練事業」と呼ばれる訓練コース，

求職活動支援施設（ジョブクラブ）へと振り分け

られる8）。

リスタートでは，その後の評価にあたって，無

作為に割り当てられた一部の対象者の面接を通常

より６カ月遅らせ，通常のプログラム参加者のそ

の後のパフォーマンスと比較するという，「社会

的実験」が行われた。追跡調査を用いた定量的な

分析の結果からは，１プログラムの持つ「脅し」
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効果により，男女とも短期の就職率が上昇したこ

と，２プログラム修了から５年後の失業率をみる

と，男性についてのみプログラムによる長期的な

効果がみられること，などが示されている9）。

リスタート以後も，「失業給付制度の厳格化」

のもと，不正受給への取り組みの強化や，求職活

動要件の厳格化など一貫した改革が行われた。そ

の結果，景気循環による失業率の変動が大きくなっ

たものの，景気の拡大局面での失業者の減少速度

が上昇するなど，恒常的な失業給付受給者の削減

にはある程度成功した。

2 福祉から就労へ

1980 年代から始まった保守党政権の改革は，

たしかに失業給付受給者の削減には成功した。し

かし一方で，若年者や長期失業者が失業プールに

滞留する傾向に変わりはなく，また求職活動や政

府のプログラムへの参加を諦めて他の福祉手当を

受給する層が増加する結果となった。

1997 年に誕生したブレアの労働党政権は，「福

祉から労働へ」（Welfare to Work）との理念の下，

（若年を含む）長期失業者に加えて，失業給付以外

の給付を受けている一人親，長期疾病者や障害者，

失業者の配偶者あるいは高齢者といった，労働市

場で非活動状態にある者についても個別の就労支

援策（ニューディール）を打ち出している10）。そ

れらに共通する基本的な要素は，個別相談員によ

るきめ細やかな求職活動支援である。このうち，

「若年者のためのニューディール」（以下，NDYP）

は最初のプログラムであり，またその評価につい

ても定量的な分析がなされている。

NDYPは 1998 年１月の試験導入を経て同年 4

月にイギリス全土で実施された。対象は，求職者

給付（以前の失業給付を改組したもの）を６カ月以

上受けている 18～24 歳の若年者失業者である。

プログラムの概要は，第１段階での個別相談員に

よる求職活動支援，第２段階の雇用・訓練オプショ

ン，そして第３段階における再度の求職活動支援

であり，プログラムへの参加を拒否した場合，あ

るいは途中でドロップアウトした場合には求職者

手当の受給資格を失う。

NDYPの定量的な評価については，試験実施か

ら１年程度の期間について，第１段階の求職活動

支援の効果をめぐる分析が行われている。その結

果，男女ともに NDYPを通じた純粋な就職率の

上昇効果が確認された。しかし同時に，就職率上

昇効果は，NDYPの開始直後が最も高く，以後低

下傾向にあることも指摘されている11）。より長期

の分析はいまだなされていないものの，労働福祉

省（Department for Work and Pensions）が公表し

ている統計によると12），NDYPの参加者ストック

は，全国実施時の約３万 5000 人から 99年７月に

約 15 万人まで増加した後，順調に減少を続けて

きたが，2001 年後半以降は 10 万人前後と足踏み

状態が続いている。この点については，特に第 2

段階の助成つき雇用が長期雇用につながらず，結

果として長期失業者が職とプログラムの間を往復

するだけとする指摘もある（井田（2002））。また，

03 年 12 月までのプログラム修了者は累計で約

100 万人だが，そのうち 30％が行き先不明となっ

ている。

こうした参加者数の減少率の低下は 25 歳以上

の長期失業者のプログラムにも認められるととも

に，福祉手当受給者を対象としたニューディール

については一貫して参加者が増加するなど，就業

促進を掲げるニューディールに対する評価はいま

だ限定的なものにとどまるといえる。

Ⅳ お わ り に

本稿では，近年の欧米諸国における長期失業者

対策とその評価を概観した。各国の対策の特色は，

失業期間が１年以上に及ぶ長期失業者の労働市場

への再統合にとどまるのではなく，長期失業に至

る以前の予防的な対策へとシフトしつつある点，

そして職業訓練や職業紹介を中心とする積極的労

働市場と失業給付制度改革を一体として進めてい

る点にある。なかでも，公共職業安定所を中心と

する失業者へのきめ細やかな求職活動支援の評価

は高い。しかし，イギリスにおける長期失業者対

策の事例は，これが決して「万能薬」（panacea）

ではないことを示している。とりわけ失業給付制

度の厳格化は，その他の給付への依存もしくは完

全な無業への移行を促す可能性があり，その際に
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はより広く「不就業者」への対策が肝要となる。

OECD諸国の失業者対策の経験から，今後の政

策立案において留意すべき課題が提示されている

（Martin（2000））。これらは，わが国においても示

唆するところが大きいと思われるので以下に引用

し，本稿の結びとしたい。

１各種プログラムの紹介，各種給付事務なら

びに職業紹介を公共職業安定所に一括する

こと（いわゆるワンストップサービス）。

２新たな失業給付受給者についてはプロファ

イリングにより長期失業に陥るリスクを識

別し，即座にカウンセリングと求職活動支

援を行うこと。

３「受動的な」所得補助策をできる限り「積

極的な」手段に変えること。その際には，

再就職一時金や就職を条件とした給付，

そして給付受給者と職業安定所とが定期

的にコンタクトをとることなどが重要と

なる。

４失業給付の継続受給に際しては，求職者の

「働く意志」と実際の「求職活動実績」を

別個の基準として扱うこと。

５ある一定の失業期間を超えた場合，所得補

助の継続受給に際しては積極的プログラム

への参加を条件とすること。

６訓練参加者および失業対策事業の従事者に

は，いつでも外部の仕事に就けるよう求職

活動を促すこと。

７訓練への参加および失業対策事業における

雇用を，新たな失業給付の資格要件として

認めないこと。その際には，民間企業にお

ける雇用助成の期間を，失業給付の受給資

格が得られる最低拠出期間より短く設定す

るなどし，失業者がプログラムと失業状態

を繰り返す，いわゆる「回転木馬現象」を

抑制することが肝要となる。

８積極的失業対策の効率向上のため，職業紹

介分野などを始めとして，民間部門の活用

を進めること。

９プログラムを効果的に設計するためには，

既存の政策に関する評価を蓄積することが

重要である。

＊本稿を作成するにあたり，大竹文雄（大阪大学社会経済研究

所），小倉一哉（労働政策研究・研修機構）の両氏より，貴

重なコメントをいただいた。記して感謝したい。

1）OECDならびに EU雇用戦略の内容と両者の異同について

は，井口（1999），濱口（2003）および労働政策研究・研修

機構（2004）を参照。

2）OECD（2003）pp. 12-13。ただし，就業選択における個人

や家計の選好への配慮や，選択を阻害する各種の規制（最低

賃金，税制等）緩和の提言など，従来の OECD雇用戦略の

基調に変化はない。

3）実際には，潜在的な長期失業者の識別手法ならびに最適な

対策時期について一致した見解はいまだない。長期失業の発

生原因が，失業者間の「異質性」によるのか（果たして長期

失業に陥りやすい属性があるのか），「状態依存性」（state-

dependency）によるのか（失業期間が長いゆえに再就職が

難しくなるのか）について，明確な研究結果が得られていな

いためである。しかしながら，オーストラリア，カナダ，ア

メリカなどでは，前者の立場から，失業者のプロファイリン

グが行われている（Meager and Evans（1998）； OECD

（2002））。

4）Meager and Evans（1998），Dar and Tzannatos（1999）

および Martin（2000）による。なお，評価文献の多くは，

プログラム参加者と非参加者のその後のパフォーマンスを比

較する「科学的」（scientific）手法に基づいている。また

OECD（1996）ならびに Employment Committee of Euro-

pean Commission（2002 a）では，雇用戦略における ALMP

の各国評価がなされているが，客観的な政策評価は不十分に

とどまっている。

5）デッドウェイト・ロスとは，そのプログラムの存在に関係

なく同様の成果が得られる場合に生ずる。また置換効果は，

プログラムを通じて参加者が再就職することにより，プログ

ラム非参加者の雇用が奪われる場合に生ずる。

6）Employment Committee of European Commission（2002 a,

2002 b）および OECD（1996，1997，1999）。

7）リスタートの内容については，Dolton and O’ Neill（1997），

Wells（2000）および井田（2002）が参考になる。

8）これらについて，詳細は労働政策研究・研究機構（2004）

第３章第３節を参照のこと。

9）失業給付の受給期間が６カ月を超えてから，面接に出席せ

ずに就職する者が就職率を上昇させたため，「脅し」効果が

働いたとみられている。また効果の性差については，女性は

パート労働や非労働力に移行しやすく，フルタイム就業の可

能性が男性に比べて低いことから，リスタートの効果が得に

くかったと解釈されている（Dolton and O’ Neill（1996，

2002））。

10）ニューディールの具体的な内容については井田（2002）を

参照。

11）プログラム適格層（19～24 歳）と非適格層（25～30 歳お

よび 31～40 歳）について，プログラム実施前と第１段階修

了時の就職率の変化を比較した結果，男女ともプログラム適

格層の就職率が 5～11％ポイント有意に高いとの結果を得た

が，同時に，こうした格差はプログラム実施直後から次第に

縮小していることも明らかになっている（Blundell et al.

（2001）； Van Reenen（2003））。

12）URL： http://www. dwp. gov. uk/
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